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(57)【要約】
【課題】アンテナ装置において、効率的な設計が可能で
あり、利得が良好となるようにする。
【解決手段】アンテナ装置２０は、第１の誘電体層２と
、２Ｎ個のパッチアンテナ１と、第１の方向に延びる無
導体部を構成するスロット７が形成された地導体板４と
、地導体板４に固定された第２の誘電体層５と、第２の
誘電体層５に形成され、先端部がスロット７と交差する
位置関係に配置された線状の給電用導体６０と、を備え
、パッチアンテナ１は、給電点を中心として矩形格子状
に配列された４つの放射素子と、放射素子のそれぞれと
給電点とを等配線長で電気的に接続する配線部と、をさ
らに備え、給電用導体６０は、複数の線状配線部が合計
２Ｎ－１個の分岐点において互いに直交するＴ字状に連
結された繰り返し分岐パターンを有しており、先端部の
それぞれは、先端部が接続された線状配線部の末端から
第２の方向における同じ向きに屈曲されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の誘電体層と、
　前記第１の誘電体層の第１の表面に配置され、電磁結合用の電極部を有する平板状の２
Ｎ個（ただし、Ｎは２以上の整数）のパッチアンテナと、
　前記第１の誘電体層において前記第１の表面と反対側の第２の表面に配置され、前記電
極部と対向する位置に、第１の方向に延びる無導体部を構成するスロットが形成された地
導体板と、
　前記地導体板を挟んで前記第１の誘電体層と対向するように前記地導体板に固定された
第２の誘電体層と、
　前記第２の誘電体層を挟んで前記地導体板と対向するように前記第２の誘電体層に形成
され、先端部が前記パッチアンテナの法線方向に見て前記第１の方向と交差する第２の方
向に延び、前記法線方向に見て前記スロットと交差する位置関係に配置された線状の給電
用導体と、
を備え、
　前記パッチアンテナは、
　前記電極部における給電点を中心とする４位置に矩形格子状に配列された４つの放射素
子と、前記放射素子のそれぞれと前記給電点とを等配線長で電気的に接続する配線部と、
をさらに備え、
　前記給電用導体は、
　基端部から前記先端部にそれぞれに接続するまで、複数の線状配線部が合計２Ｎ－１個
の分岐点において互いに直交するＴ字状に連結された繰り返し分岐パターンを有しており
、
　前記先端部のそれぞれは、前記先端部が接続された前記線状配線部の末端から前記第２
の方向における同じ向きに屈曲されている、
アンテナ装置。
【請求項２】
　前記線状配線部の端部には、末端に向かって線幅が２段以上拡幅されたインピーダンス
整合部が設けられている、
請求項１に記載のアンテナ装置。
【請求項３】
　前記インピーダンス整合部の各段のインピーダンスの変化は５０Ω以下になっている、
請求項２に記載のアンテナ装置。
【請求項４】
　前記インピーダンス整合部のうち前記給電用導体の前記基端部に設けられたインピーダ
ンス整合部は、前記基端部の末端に最も近い拡幅段のインピーダンスの変化が３０Ω以下
になっている、
請求項３に記載のアンテナ装置。
【請求項５】
　前記第２の方向は、前記第１の方向と直交しており、
　前記給電用導体の前記先端部は、
　前記法線方向に見て前記スロットと直交する位置関係に配置された、
請求項１～４のいずれか１項に記載のアンテナ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　高速無線通信の分野において、電磁結合給電方式の平面アンテナを有するアンテナ装置
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が知られている。
　例えば、特許文献１には、接地層である給電用スロット層に矩形状の給電用スロットが
形成され、分配合成器が給電用スロット層を介して円形の放射素子と電磁的に結合されて
いるフェーズドアレーアンテナ装置が記載されている。
　特許文献１では、放射素子は平面視千鳥状に配列されており、分配合成器の分岐配線パ
ターンによって、隣り合う２つの放射素子を一組として各放射素子に同時に給電が行われ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－７４７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような従来技術には、以下のような問題がある。
　特許文献１に記載の技術のように、多数の放射素子に分岐配線パターンによって給電す
る場合、給電元におけるインピーダンスと、各放射素子への電磁結合部におけるインピー
ダンスとは、機器の仕様に応じて、例えば、給電元は５０Ω、電磁結合部は１２０Ωなど
の一定値にする必要がある。また、各放射素子における電流の位相を一致させるため、給
電元から給電点までの線路長を一致させる必要がある。
　このため、給電用配線が分岐配線パターンである場合、まず分岐点においてインピーダ
ンスをインピーダンス整合させる必要がある。さらに分岐配線パターンは、線路長が一致
するようにレイアウトされる必要がある。
　このため、放射素子の配列および分岐配線パターンのレイアウト設計は複雑な作業にな
り、設計に時間がかかるという問題がある。
　さらに、分岐配線パターンでは、分岐点におけるインピーダンス整合が不充分であると
、電流の反射が生じるため、アンテナ装置の利得（ゲイン）が低下してしまうという問題
もある。
【０００５】
　本発明は、上記のような問題に鑑みてなされたものであり、効率的な設計が可能であり
、利得が良好となるアンテナ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本発明の第１の態様のアンテナ装置は、第１の誘電体層
と、前記第１の誘電体層の第１の表面に配置され、電磁結合用の電極部を有する平板状の
２Ｎ個（ただし、Ｎは２以上の整数）のパッチアンテナと、前記第１の誘電体層において
前記第１の表面と反対側の第２の表面に配置され、前記電極部と対向する位置に、第１の
方向に延びる無導体部を構成するスロットが形成された地導体板と、前記地導体板を挟ん
で前記第１の誘電体層と対向するように前記地導体板に固定された第２の誘電体層と、前
記第２の誘電体層を挟んで前記地導体板と対向するように前記第２の誘電体層に形成され
、先端部が前記パッチアンテナの法線方向に見て前記第１の方向と交差する第２の方向に
延び、前記法線方向に見て前記スロットと交差する位置関係に配置された線状の給電用導
体と、を備え、前記パッチアンテナは、前記電極部における給電点を中心とする４位置に
矩形格子状に配列された４つの放射素子と、前記放射素子のそれぞれと前記給電点とを等
配線長で電気的に接続する配線部と、をさらに備え、前記給電用導体は、基端部から前記
先端部にそれぞれに接続するまで、複数の線状配線部が合計２Ｎ－１個の分岐点において
互いに直交するＴ字状に連結された繰り返し分岐パターンを有しており、前記先端部のそ
れぞれは、前記先端部が接続された前記線状配線部の末端から前記第２の方向における同
じ向きに屈曲されている。
【０００７】



(4) JP 2019-57832 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

　上記アンテナ装置では、前記線状配線部の端部には、末端に向かって線幅が２段以上拡
幅されたインピーダンス整合部が設けられていてもよい。
【０００８】
　上記アンテナ装置では、前記インピーダンス整合部の各段のインピーダンスの変化は５
０Ω以下になっていてもよい。
【０００９】
　上記アンテナ装置では、前記インピーダンス整合部のうち前記給電用導体の前記基端部
に設けられたインピーダンス整合部は、前記基端部の末端に最も近い拡幅段のインピーダ
ンスの変化が３０Ω以下になっていてもよい。
【００１０】
　上記アンテナ装置では、前記第２の方向は、前記第１の方向と直交しており、前記給電
用導体の前記先端部は、前記法線方向に見て前記スロットと直交する位置関係に配置され
てもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のアンテナ装置によれば、効率的な設計が可能であり、利得が良好となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態のアンテナ装置の一例を示す模式的な分解斜視図である。
【図２】本発明の実施形態のアンテナ装置の主要部の構成の一例を示す模式的な縦断面図
である。
【図３】本発明の実施形態のアンテナ装置のパッチアンテナの一例を示す模式的な平面図
である。
【図４】本発明の実施形態のアンテナ装置に用いるスロットの開口形状の一例を示す模式
的な平面図である。
【図５】本発明の実施形態のアンテナ装置の給電用導体の配線パターンの一例を示す模式
的な平面図である。
【図６】本発明の実施形態のアンテナ装置におけるアンテナブロックに給電する給電用導
体の配線パターンの一例を示す模式的な平面図である。
【図７】本発明の実施形態のアンテナ装置における給電用導体の基端側のインピーダンス
整合部の一例を示す模式的な平面図である。
【図８】本実施形態のアンテナ装置における給電用導体の配線パターンの作用を説明する
実施例のシミュレーション図および比較例のシミュレーション図である。
【図９】実施例および比較例の放射パターンを示すグラフである。
【図１０】本発明の実施形態のアンテナ装置における全ゲインを示すグラフである。
【図１１】本発明の実施形態のアンテナ装置における反射損失（Ｓ１１）を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下では、本発明の実施形態のアンテナ装置について添付図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態のアンテナ装置の一例を示す模式的な分解斜視図である。図
２は、本発明の実施形態のアンテナ装置の主要部の構成の一例を示す模式的な縦断面図で
ある。図３は、本発明の実施形態のアンテナ装置のパッチアンテナの一例を示す模式的な
平面図である。図４は、本発明の実施形態のアンテナ装置に用いるスロットの開口形状の
一例を示す模式的な平面図である。図５は、本発明の実施形態のアンテナ装置の給電用導
体の配線パターンの一例を示す模式的な平面図である。図６は、本発明の実施形態のアン
テナ装置におけるアンテナブロックに給電する給電用導体の配線パターンの一例を示す模
式的な平面図である。図７は、本発明の実施形態のアンテナ装置における給電用導体の基
端側のインピーダンス整合部の一例を示す模式的な平面図である。
　なお、各図面は模式図のため、寸法や形状は誇張または簡略化されている（以下の図面



(5) JP 2019-57832 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

も同様）。
【００１４】
　図１に示す本実施形態のアンテナ装置２０は、電磁結合給電方式の平面アンテナを備え
る。例えば、アンテナ装置２０は、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）分
野における通信、あるいはＷｉＧｉｇ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｇｉｇａｂｉｔ）などの高速
無線通信などにおけるアンテナ装置として用いることが可能である。
　図１、２に示すように、アンテナ装置２０は、パッチアンテナ１、第１の誘電体層２、
地導体板４、第２の誘電体層５、および給電用導体６０が、この順に積層して構成されて
いる。
　以下では、積層方向をＺ軸方向とし、Ｚ軸方向に直交しかつ互いに直交する２軸方向を
Ｘ軸方向（第２の方向）、Ｙ軸方向（第１の方向）と称する。なお、ここでの座標系は右
手系である。
【００１５】
　図１に示すように、パッチアンテナ１は、後述する第１の誘電体層２の第１面２ａ（第
１の表面）上に、予め決められた配列パターンに基づいてパターニングされている。パッ
チアンテナ１および第１面２ａの法線方向はＺ軸方向である。
　パッチアンテナ１は、後述する給電用導体６０から電磁結合給電される平面アンテナで
ある。本実施形態では、パッチアンテナ１は、一例として、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に並
ぶ正方格子状に複数配列されている。具体的には、パッチアンテナ１は８×８の正方格子
状に６４（＝２６）個配列されている。
　図３に示すように、本実施形態では、各パッチアンテナ１は、一例として、４個の放射
素子１ａと、各放射素子１ａをアレー化するためのデバイダーである分割回路パターン１
ｄと、を備える。
【００１６】
　各放射素子１ａは、Ｘ軸方向およびＹ軸方向にそれぞれ延びる辺を有する方形状に形成
されている。各放射素子１ａは、Ｘ軸方向およびＹ軸方向に並ぶ略正方格子状の矩形格子
状に配列されている。
　分割回路パターン１ｄは、電磁結合用の電極部１ｂと、電極部１ｂと各放射素子１ａと
を互いに電気的に接続する４本の配線部１ｃと、を備える。
　電極部１ｂは、各放射素子１ａの配置位置の中心を結ぶ対角線の交点である点Ｐを中心
としてＸ軸方向に延びる矩形状に形成されている。電極部１ｂにおける給電点は、電極部
１ｂの中心部に形成される。
　各配線部１ｃは、電極部１ｂの４つの角部におけるＹ軸方向の側部からそれぞれが接続
する放射素子１ａに向かって延びている。具体的には、各配線部１ｃは、それぞれが接続
する放射素子１ａに向かってＹ軸方向に延びてから、それぞれが接続する放射素子１ａの
Ｘ軸方向の側部の中央部に対向する位置でＸ軸方向に向かうように、直角に屈曲している
。各配線部１ｃの経路長は互いに等しい。各配線部１ｃにおける屈曲部の角部には、Ｘ軸
に対して４５度に交差する面取部１ｆがそれぞれ形成されている。
【００１７】
　図３に示すように、このような構成の各パッチアンテナ１は、Ｘ軸方向における幅がＷ

Ｘ、Ｙ軸方向における幅がＷＹの矩形領域の角部に配置されている。
　例えば、６０ＧＨｚ帯の無線通信用途では、ＷＸ、ＷＹは、それぞれ、４．４ｍｍ、４
．５２ｍｍとされてもよい。
　この場合、各放射素子１ａのＸ軸方向における幅ＷａＸ、Ｙ軸方向における幅ＷａＹは
、それぞれ、１．１５ｍｍ、１．１５ｍｍとされてもよい。電極部１ｂのＸ軸方向におけ
る幅ＷｂＸ、Ｙ軸方向における幅ＷｂＹは、それぞれ、０．８ｍｍ、０．４ｍｍとされて
もよい。各配線部１ｃの線幅は、０．１３ｍｍとされてもよい。
　例えば、このようなパッチアンテナ１の４分の１実効長（以下、単に実効長）は、１．
１５ｍｍになる。
　パッチアンテナ１は、例えば、銅などの金属材料によって形成される。
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【００１８】
　パッチアンテナ１において、点Ｐから各放射素子１ａまでのインピーダンスは、各放射
素子１ａにおける電流方向が、同じ向きになるようなインピーダンスに設定されている。
本実施形態では、各放射素子１ａにおける電流方向は全体として、後述する先端線路６ｅ
に平行な方向であるＸ軸方向において同じ向きに流れる。
【００１９】
　図１、２に示すように、第１の誘電体層２は、必要な放射特性に応じて誘電率、層厚が
規定された平板状部材である。第１の誘電体層２は、単層の誘電体で構成されてもよいし
、複数の誘電体が貼り合わされて構成されてもよい。単層とするか、複数層とするかは、
例えば、材料コストなどを考慮して決められてもよい。
　図２に示す例では、一定の厚さを有する誘電体２Ａが、誘電体である樹脂接着層２Ｂに
よって接合されて構成された場合の例が示されている。第１の誘電体層２における第１面
２ａと反対側の表面である第２面２ｂ（第２の表面）は、樹脂接着層２Ｂで構成されてい
る。第２面２ｂを構成する樹脂接着層２Ｂは、後述する地導体板４を接合するために用い
られている。
　このように、第１の誘電体層２が複数層からなる場合に、第１の誘電体層２の誘電率お
よび層厚の変更が容易になるため、パッチアンテナ１の各部における導体形状と併せて、
各部のインピーダンスを所定値に設定することがより容易となる。
【００２０】
　図１、２に示すように、地導体板４は、各パッチアンテナ１と対向する位置にスロット
７が形成された導体からなる板状部材である。地導体板４は接地されて用いられる。
　地導体板４は、第２面２ｂを構成する樹脂接着層２Ｂを介して、第１の誘電体層２に固
定されている。
【００２１】
　スロット７は、地導体板４における無導体部である。図３、４に示すように、スロット
７は、第１の方向であるＹ軸方向に延びている。スロット７の開口形状は、パッチアンテ
ナ１のインピーダンスと後述する給電用導体６０とのインピーダンス整合をとるための形
状とされる。
　本実施形態におけるスロット７は、図４に示すように、Ｚ軸方向から見て、Ｈ字状とさ
れている。具体的には、スロット７は、矩形状の第１の開口部７ａと、第１の開口部７ａ
の長手方向（第１の方向）の両端部にそれぞれ形成された第２の開口部７ｂと、によって
構成される。
　図３に示すように、スロット７の中心（図心）は、パッチアンテナ１における電極部１
ｂの中心（図心）である点Ｐと重なるように配置されている。このため、Ｚ軸方向から見
ると、スロット７は、電極部１ｂと電極部１ｂの中心で直交し、電極部１ｂをＹ軸方向に
横断する位置関係になっている。
　第１の開口部７ａは、信号が通過する通過信号部を構成する。各第２の開口部７ｂは、
通過信号部の両端部におけるインピーダンスを増大させるための開口部である。
　スロット７の長手方向（第１の方向）の長さｄ３は、パッチアンテナ１の実効長に合わ
されることがより好ましい。
【００２２】
　第１の開口部７ａは、短手方向（第２の方向）であるＸ軸方向の幅（第１の幅）がＷ２
、長手方向であるＹ軸方向（第１の方向）の長さがｄ１（ただし、ｄ１＞Ｗ２）の矩形状
に開口している。
　第１の開口部７ａの短手方向の幅Ｗ２は、例えば、結合インピーダンスを１１２Ωにす
るため、０．７５ｍｍに設定することがより好ましい。例えば、パッチアンテナ１のイン
ピーダンスが２２０Ωの場合、Ｗ２は、０．２ｍｍとされることがより好ましい。
【００２３】
　各第２の開口部７ｂは、第１の開口部７ａによる結合インピーダンスより大きなインピ
ーダンスを形成するため、第１の開口部７ａの短手方向の幅Ｗ２から拡幅する適宜形状に
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設けられる。
　図４に示す例では、各第２の開口部７ｂは、Ｙ軸方向の長さがｄ２、Ｘ軸方向の幅がＷ
３（ただし、Ｗ３＞Ｗ２）の矩形状に開口している。
　例えば、第２の開口部７ｂにおいて、ｄ２、Ｗ３は、それぞれ、０．２ｍｍ、０．４ｍ
ｍとされてもよい。この場合、第１の開口部７ａの長さｄ１は、０．７５ｍｍ（＝１．１
５ｍｍ－２×０．２ｍｍ）になっている。
【００２４】
　以上説明したスロット７のより好ましい数値例によれば、電磁結合給電部の結合インピ
ーダンスは、電極部１ｂの中心部において１１２Ωになっている。
【００２５】
　図２に示すように、第２の誘電体層５は、後述する給電用導体６０からスロット７を通
してパッチアンテナ１に電磁結合給電できるように、地導体板４と後述する給電用導体６
０とを一定の絶縁距離だけ離すために設けられている。
　このため、第２の誘電体層５の第１面５ａには地導体板４が配置されており、第２の誘
電体層５の第２面５ｂには、後述する給電用導体６０が配置されている。
　給電効率を向上するため、第２の誘電体層５の比誘電率εｒはなるべく小さいことが好
ましい。例えば、第２の誘電体層５の比誘電率εｒは、１以上２．５以下であることがよ
り好ましい。例えば、第２の誘電体層５の比誘電率εｒが２．２の場合、第２の誘電体層
５の層厚は、１３０μｍにすることがより好ましい。
　第２の誘電体層５の材料としては、石英ガラスが用いられてもよい。この場合、石英ガ
ラスは、誘電体である接着剤シートで地導体板４に接着されてもよい。石英ガラス、接着
剤シートの厚さは、それぞれの比誘電率に応じて適宜設定されればよい。
【００２６】
　図２に示すように、給電用導体６０は、第２の誘電体層５の第２面５ｂ上にパターニン
グされている。給電用導体６０は、図示略の外部回路と所定のインピーダンスを有する接
続路を介して電気的に接続可能である。
　図５に示すように、給電用導体６０は、第１ブロック配線部６、第２ブロック配線部１
６、第３ブロック配線部２６、および基端配線部３６を備える。
【００２７】
　第１ブロック配線部６は、Ｘ軸方向とＹ軸方向とにおいて互いに隣り合う２×２個のパ
ッチアンテナ１を一つのアンテナブロックとして、アンテナブロックの各パッチアンテナ
１に同時に給電する第１の給電ブロックを形成する配線パターンである。
　アンテナ装置２０では、パッチアンテナ１が８×８の正方格子状に配列されており、各
パッチアンテナ１は、２×２の正方格子単位のアンテナブロックであるブロックＢｉｊ（
ｉ＝１，…，４、ｊ＝１，…，４）に分割されている。ここで、添字ｉは、Ｙ軸方向にお
ける配置順を表しており、ｉが１から増えるにつれて、Ｙ軸負方向に配置位置がずれるこ
とを意味する。添字ｊは、Ｘ軸方向における配置順を表しており、ｊが１から増えるにつ
れて、Ｘ軸正方向に配置位置がずれることを意味する。各ブロックＢｉｊのＸ軸方向の配
列ピッチＰＸ、Ｙ軸方向の配列ピッチＰＹは、本実施形態では、いずれも１４ｍｍである
。
　このため、第１ブロック配線部６は、各ブロックＢｉｊのＸ軸方向の並びに応じてＸ軸
方向に配列ピッチＰＸで４個配列され、Ｙ軸方向の並びに応じてＹ軸方向に配列ピッチＰ

Ｙで４個配列されている。
【００２８】
　各ブロックＢｉｊにおける第１ブロック配線部６の構成はいずれも同じであるため、図
５に示すブロックＢ１１に対応する第１ブロック配線部６の場合の例で説明する。
　第１ブロック配線部６の先端部には、Ｚ軸方向から見て、ブロックＢ１１に対応する４
つのスロット７および４つのパッチアンテナ１の各電極部１ｂとそれぞれ重なるように形
成された４つの先端線路６ｅ（先端部）が形成されている。
　各先端線路６ｅは、給電用導体６０の開放端を構成する線状の導体である。本実施形態
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では、各先端線路６ｅは、図６に示すように、Ｚ軸方向から見て、各スロット７の第１の
開口部７ａの長手方向の中心を通り、Ｘ軸方向に延びている。このため、Ｚ軸方向から見
て、先端線路６ｅは、第１の開口部７ａと直交するように、第１の開口部７ａを横断して
いる。
　先端線路６ｅの線幅Ｗ１は、非常に幅の広い線幅はより多くのロスおよび放射をもたら
し、非常に細い線幅は製造が困難であるため、製造および後方放射の最小化が可能になる
ように決定されている。例えば、先端線路６ｅの線幅Ｗ１は、０．１ｍｍとされてもよい
。
　図４に示すように、第１の開口部７ａの中心軸線Ｏから先端線路６ｅの先端６ｆまでの
長さ（スタブ長）は、ｄｓである。本実施形態では、リアクタンス成分を合わせるため、
スタブ長ｄｓは、第１の開口部７ａの長さｄ１に一致されている。上述のスロット７の数
値例の場合、スタブ長ｄｓは、０．７５ｍｍとされる。
【００２９】
　図６に示すように、各先端線路６ｅは、Ｙ軸方向において隣り合う２本の先端線路６ｅ
が、先端６ｆと反対側の端部において、Ｙ軸方向に延びる第１線路６ｄ（線状配線部）に
よって互いに接続されている。各第１線路６ｄの線幅は、先端線路６ｅの線幅Ｗ１に等し
い。
　Ｘ軸方向において隣り合う２本の第１線路６ｄは、それぞれの長手方向の長さを２等分
する位置において、Ｘ軸方向に延びる第２線路６ｃ（線状配線部）によって互いに接続さ
れている。各第２線路６ｃの線幅は、長手方向の両端部を除いては、先端線路６ｅの線幅
Ｗ１に等しい。
　このように第１線路６ｄと第２線路６ｃとは互いに直交するＴ字状に接続されている。
第１線路６ｄは、第２線路６ｃから見ると、分岐線路になっており、第１線路６ｄの長手
方向の中点は分岐点になっている。以下、誤解の生じるおそれがない限り、線路の「中点
」は、線路の「長手方向の中点」を意味する。
　第２線路６ｃの両端部には、第２線路６ｃの中心部から各分岐点に向かうにつれて、線
幅が、Ｗ１から段階的に拡幅するインピーダンス整合部６ｂが形成されている。
【００３０】
　本実施形態におけるインピーダンス整合部６ｂは、第１線路６ｄの分岐点における第２
線路６ｃとのインピーダンス整合をとるために設けられている
　インピーダンス整合部６ｂは、第２線路６ｃの中間部から端部に向かって、線幅が、Ｗ
１１、Ｗ１２、Ｗ１３（ただし、Ｗ１１＜Ｗ１２＜Ｗ１３）のように３段に拡幅している
。線幅Ｗ１１、Ｗ１２、Ｗ１３のそれぞれの部分の長さは、Ｌ１１、Ｌ１２、Ｌ１３であ
る。
　インピーダンス整合部６ｂの具体的な数値例としては、例えば、線幅Ｗ１１、Ｗ１２、
Ｗ１３は、それぞれ、０．１２ｍｍ、０．２２ｍｍ、０．３ｍｍである。このとき、幅線
幅Ｗ１１、Ｗ１２、Ｗ１３の各部のインピーダンスは、それぞれ９６Ω、７０Ω、５８Ω
になっている。
　第２線路６ｃの本体（両端のインピーダンス整合部６ｂを除く幅Ｗ１の部分）のインピ
ーダンスは、１１２Ωであり、分岐点のインピーダンスは、５６Ω（＝１１２Ω／２）で
あるため、第２線路６ｃの本体から第１線路６ｄの分岐点に向かって、インピーダンスが
１１２Ω、９６Ω、７０Ω、５８Ωのように、緩やかに変化して、分岐点のインピーダン
ス５６Ωと整合されていることが分かる。
　この例では、インピーダンス整合部６ｂによるインピーダンスの変化量は、分岐点に向
かって、線幅の変化部ごとに、それぞれ１６Ω、２６Ω、１２Ωになっている。
【００３１】
　本発明者の検討結果によれば、例えば、アンテナ装置２０が使用する周波数帯域が６０
ＧＨｚ帯域の場合、インピーダンス整合部６ｂにおける線幅の変化部におけるインピーダ
ンスの変化量が５０Ω以下であれば、分岐点における電流反射によるリターンロスが良好
に抑制される。上記数値例のように、線幅の変化部におけるインピーダンスの変化量が３
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０Ω以下であれば、より好ましい。
　例えば、３０Ω以下のインピーダンスの変化量の範囲で１１２Ωの配線のインピーダン
スを分岐点のインピーダンス（５６Ω）に整合させるには、インピーダンス整合部６ｂの
拡幅の段数は、２段以上であればよい（（１１２Ω－５６Ω）／３０Ω＝１．８６＜２）
。ただし、段数が多くなりすぎると、製造上、微小な線幅差を高精度に形成することが難
しくなるため、拡幅の段数は３段であることが特に好ましい。
【００３２】
　このような第１ブロック配線部６は、第２線路６ｃの中点から各給電点までの４つの線
路における線路長が互いに等しくなっている。このため、第２線路６ｃの中点に流入した
電流は、各先端線路６ｅに４分の１ずつ分配される。
　さらに、各先端線路６ｅは、いずれも第１線路６ｄからＸ軸正方向に向かって延びてい
る。このため、各先端線路６ｅに分配された電流は、同位相で同じ向きに流れる。
　このような各先端線路６ｅは、それぞれが対向するスロット７とインピーダンスマッチ
ングが取れている。
【００３３】
　図５に示すように、第２ブロック配線部１６は、互いに隣接して正方格子状に並ぶ４つ
のブロックＢｉｊにおける各第１ブロック配線部６を互いに電気的に接続する。第２ブロ
ック配線部１６は、ブロックＢｉｊをなす４つのパッチアンテナ１をさらに４ブロックご
とにまとめて給電する第２の給電ブロックを形成する略Ｈ字状の配線パターンである。
　具体的には、第２ブロック配線部１６は、ブロックＢ１１、Ｂ１２、Ｂ２１、Ｂ２２に
対応する各第１ブロック配線部６同士、ブロックＢ１３、Ｂ１４、Ｂ２３、Ｂ２４に対応
する各第１ブロック配線部６同士、ブロックＢ３１、Ｂ３２、Ｂ４１、Ｂ４２に対応する
各第１ブロック配線部６同士、およびブロックＢ３３、Ｂ３４、Ｂ４３、Ｂ４４に対応す
る各第１ブロック配線部６同士をそれぞれ接続するため、４箇所に同様な配線パターンで
形成されている。
　以下、一例として、ブロックＢ１１、Ｂ１２、Ｂ２１、Ｂ２２に対応する各第１ブロッ
ク配線部６同士を接続する第２ブロック配線部１６の構成の例で説明する。
【００３４】
　第２ブロック配線部１６は、第１線路１６ａ（線状配線部）、第２線路１６ｂ（線状配
線部）、および第３線路１６ｃ（線状配線部）を備える。
　第１線路１６ａは、ブロックＢ１１に対応する第１ブロック配線部６の第２線路６ｃの
中点と、ブロックＢ２１に対応する第１ブロック配線部６の第２線路６ｃの中点と、を、
Ｙ軸方向において電気的に接続する。
　例えば、図６に示すように、ブロックＢ１１に対応する第１ブロック配線部６の第２線
路６ｃに接続する第１線路１６ａの端部は、Ｘ軸負方向側に屈曲されてから、Ｙ軸方向に
延びるインピーダンス整合部６ｂを介して、第２線路６ｃの中点に対向する位置で第２線
路６ｃに接続している。
　第２線路６ｃは、第１線路１６ａから見ると分岐線路であり、第２線路６ｃの中点は分
岐点になっている。
　特に拡大図は示さないが、図５に示すように、ブロックＢ２１に対応する第１ブロック
配線部６の第２線路６ｃに接続する第１線路１６ａの端部も同様に構成されている。
【００３５】
　第２線路１６ｂは、ブロックＢ１２に対応する第１ブロック配線部６の第２線路６ｃの
中点と、ブロックＢ２２に対応する第１ブロック配線部６の第２線路６ｃの中点と、を、
Ｙ軸方向において電気的に接続する。
　第２線路１６ｂの形状および配置は、接続する第２線路６ｃが異なる以外は、第１線路
１６ａと同様である。
【００３６】
　第３線路１６ｃは、第１線路１６ａの中点と、第２線路１６ｂの中点とを、それぞれ、
インピーダンス整合部６ｂを介して電気的に接続する。第３線路１６ｃは、Ｘ軸方向に延



(10) JP 2019-57832 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

びる直線状に形成されている。
　第１線路１６ａおよび第２線路１６ｂは、第３線路１６ｃから見ると分岐線路であり、
第１線路１６ａおよび第２線路１６ｂの各中点は分岐点になっている。
【００３７】
　第２ブロック配線部１６において、第１線路１６ａ、第２線路１６ｂ、および第３線路
１６ｃにおける各インピーダンス整合部６ｂを除く各線路の本体の線幅は、いずれもＷ１
である。
　このため、第２ブロック配線部１６の各分岐点では、上述した第１ブロック配線部６と
同様に、インピーダンス整合部６ｂによってインピーダンス整合がとられている。
【００３８】
　このような第２ブロック配線部１６は、第３線路１６ｃの中点から各第２線路６ｃの分
岐点までの４つの線路における線路長が互いに等しくなっている。このため、第３線路１
６ｃの中点に流入した電流は、各第１ブロック配線部６に４分の１ずつ分配される。
【００３９】
　図５に示すように、第３ブロック配線部２６は、各第２ブロック配線部１６によって電
気的に接続された４つの第２の給電ブロックを、互いに電気的に接続する。第３ブロック
配線部２６は、４つの第２の給電ブロックにまとめて給電する第３の給電ブロックを形成
する略Ｈ字状の配線パターンである。
　具体的には、第３ブロック配線部２６は、ブロックＢ１１、Ｂ１２、Ｂ２１、Ｂ２２に
対応する各第１ブロック配線部６と接続する第２ブロック配線部１６と、ブロックＢ１３
、Ｂ１４、Ｂ２３、Ｂ２４に対応する各第１ブロック配線部６と接続する第２ブロック配
線部１６と、ブロックＢ３１、Ｂ３２、Ｂ４１、Ｂ４２に対応する各第１ブロック配線部
６と接続する第２ブロック配線部１６と、およびブロックＢ３３、Ｂ３４、Ｂ４３、Ｂ４
４に対応する各第１ブロック配線部６と接続する第２ブロック配線部１６と、をそれぞれ
接続するため、第２の誘電体層５の中央部に形成されている。
【００４０】
　第３ブロック配線部２６は、第１線路２６ａ（線状配線部）、第２線路２６ｂ（線状配
線部）、および第３線路２６ｃ（線状配線部）を備える。
　第１線路２６ａは、ブロックＢ１１、Ｂ１２と、ブロックＢ２１、Ｂ２２との間に挟ま
れてＸ軸方向に延びる第３線路１６ｃの中点と、ブロックＢ３１、Ｂ３２と、ブロックＢ
４１、Ｂ４２との間に挟まれてＸ軸方向に延びる第３線路１６ｃの中点と、を、それぞれ
、インピーダンス整合部６ｂを介して電気的に接続する。第１線路２６ａはＹ軸方向に延
びる直線状に形成されている。
　第１線路２６ａが接続する各第３線路１６ｃは、第１線路２６ａから見ると分岐線路で
あり、第３線路１６ｃの中点は分岐点になっている。
【００４１】
　第２線路２６ｂは、ブロックＢ１３、Ｂ１４と、ブロックＢ２３、Ｂ２４との間に挟ま
れてＸ軸方向に延びる第３線路１６ｃの中点と、ブロックＢ３３、Ｂ３４と、ブロックＢ
４３、Ｂ４４との間に挟まれてＸ軸方向に延びる第３線路１６ｃの中点と、を、それぞれ
、インピーダンス整合部６ｂを介して電気的に接続する。第２線路２６ｂは、Ｙ軸方向に
延びる直線状に形成されている。
　第２線路２６ｂが接続する各第３線路１６ｃは、第２線路２６ｂから見ると分岐線路で
あり、第３線路１６ｃの中点は分岐点になっている。
【００４２】
　第３線路２６ｃは、第１線路２６ａの中点と、第２線路２６ｂの中点とを、それぞれ、
インピーダンス整合部６ｂを介して電気的に接続する。第３線路２６ｃは、Ｘ軸方向に延
びる直線状に形成されている。
　第１線路２６ａおよび第２線路２６ｂは、第３線路２６ｃから見ると分岐線路であり、
第１線路２６ａおよび第２線路２６ｂの各中点は分岐点になっている。
【００４３】
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　第３ブロック配線部２６において、第１線路２６ａ、第２線路２６ｂ、および第３線路
２６ｃにおける各インピーダンス整合部６ｂを除く各線路の本体の線幅は、いずれもＷ１
である。
　このため、第３ブロック配線部２６の各分岐点では、上述した第１ブロック配線部６と
同様に、インピーダンス整合部６ｂによってインピーダンス整合がとられている。
【００４４】
　このような第３ブロック配線部２６は、第３線路２６ｃの中点から各第３線路１６ｃの
分岐点までの４つの線路における線路長が互いに等しくなっている。このため、第３線路
２６ｃの中点に流入した電流は、各第２ブロック配線部１６に４分の１ずつ分配される。
【００４５】
　基端配線部３６は、アンテナ装置２０の外部と第３ブロック配線部２６とを電気的に接
続するため、ブロックＢ３２、Ｂ４２と、ブロックＢ３３、Ｂ４３との間で、Ｙ軸方向に
延ばされた略直線状の基端線路３６ａ（線状配線部）を備える。
　基端線路３６ａにおける図示上端は、第３ブロック配線部２６の第３線路２６ｃに接続
している。具体的には、第１線路１６ａの端部と同様に、基端線路３６ａの上端部は、Ｘ
軸負方向側に屈曲されてから、Ｙ軸方向に延びるインピーダンス整合部６ｂを介して、第
３線路２６ｃの中点に接続している。
　第３線路２６ｃは、基端線路３６ａから見ると分岐線路であり、第３線路２６ｃの中点
は分岐点になっている。
　基端線路３６ａの図示下端部には、インピーダンス整合部３６ｂが形成されている。
　インピーダンス整合部３６ｂは、給電用導体６０の基端部に設けられており、給電用導
体６０の給電元になっている。インピーダンス整合部３６ｂには、例えば、図示略のイン
ピーダンス５０Ωの給電用の同軸ケーブルが電気的に接続される。
　基端線路３６ａにおいてインピーダンス整合部６ｂ、３６ｂを除く本体の線幅は、第３
線路２６ｃの本体と同様、Ｗ１である。
【００４６】
　図７に示すように、インピーダンス整合部３６ｂは、基端線路３６ａの中間部から図示
下端に向かって、線幅が、Ｗ２１、Ｗ２２、Ｗ２３（ただし、Ｗ２１＜Ｗ２２＜Ｗ２３）
のように３段に拡幅している。線幅Ｗ２１、Ｗ２２、Ｗ２３のそれぞれの部分の長さは、
Ｌ２１、Ｌ２２、Ｌ２３である。
　本発明者の検討結果によれば、例えば、アンテナ装置２０が使用する周波数帯域が６０
ＧＨｚ帯域の場合、給電用導体６０の基端部のインピーダンス整合部３６ｂは、線幅の変
化部におけるインピーダンスの変化量がそれぞれ５０Ω以下であって、かつ、基端部にお
ける末端に最も近い拡幅段のインピーダンスの変化量が３０Ω以下であることがより好ま
しい。この場合、給電用導体６０の基端部における電流反射によるリターンロスがより良
好に抑制される。
　インピーダンス整合部３６ｂの具体的な数値例としては、例えば、線幅Ｗ２１、Ｗ２２
、Ｗ２３は、それぞれ、０．１８ｍｍ、０．２８ｍｍ、０．３８ｍｍである。このとき、
線幅Ｗ２１、Ｗ２２、Ｗ２３の各部のインピーダンスは、それぞれ７８Ω、６０Ω、５０
Ωになっている。
　インピーダンス整合部３６ｂにおける長さＬ２１、Ｌ２２、Ｌ２３は、それぞれ１ｍｍ
、２ｍｍ、５ｍｍである。
　インピーダンス整合部３６ｂは、インピーダンス整合部６ｂと同様、線幅が３段で拡幅
されており、基端線路３６ａの本体から給電元に向かって、インピーダンスが１１２Ω、
７８Ω、６０Ω、５０Ωのように、多段階に緩やかに変化して、同軸ケーブルのインピー
ダンス５０Ωと整合されていることが分かる。
　この例では、インピーダンス整合部３６ｂによるインピーダンスの変化量は、給電元に
向かって、線幅の変化部ごとに、それぞれ４２Ω、１８Ω、１０Ωになっている。
【００４７】
　このような構成により、給電用導体６０は、給電元である基端部（インピーダンス整合
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部３６ｂ）から先端部（先端線路６ｅ）にそれぞれ接続するまで、第１の方向であるＹ軸
方向または第２の方向であるＸ軸方向に沿って延びる複数の線状配線部が、合計２Ｎ－１
（本実施形態では、Ｎ＝６）個の分岐点において互いに直交するＴ字状に連結された繰り
返し分岐パターンを有している。給電用導体６０における分岐点は、基端配線部３６から
各先端線路６ｅに到る２Ｎ個の枝分かれした配線経路をたどると、それぞれの配線経路上
には、Ｎ個ずつ形成されている。
【００４８】
　このような構成のアンテナ装置２０は、例えば、以下のようにして製造される。
　まず、第２の誘電体層５の第１面５ａ、第２面５ｂにそれぞれ導体膜が形成された後、
例えば、エッチングなどによって、それぞれ地導体板４、給電用導体６０がパターニング
される。さらに、地導体板４上に、誘電体２Ａが貼り合わされた第１の誘電体層２が貼り
合わせられる。この後、第１の誘電体層２の第１面２ａに、導体膜が成膜され、例えば、
エッチングなどによって、パッチアンテナ１がパターニングされる。
　なお、第1の誘電体層２にパッチアンテナ１がパターニングされてから、第１の誘電体
層２と地導体板４が貼り合わせられてもよい。
【００４９】
　次に、本実施形態のアンテナ装置２０の作用について説明する。
　図８（ａ）は、本実施形態のアンテナ装置における給電用導体の配線パターンの作用を
説明する実施例のシミュレーション図である。図８（ｂ）は比較例のシミュレーション図
である。
【００５０】
　本実施形態のパッチアンテナ１の形状および給電用導体６０の配線パターンによれば、
給電用導体６０のインピーダンス整合部３６ｂから給電されると、給電用導体６０のＴ字
状の分岐配線パターンによって、各先端線路６ｅに電流が等分に分配される。
　このとき、給電用導体６０において、給電元から各先端線路６ｅまでの線路長が互いに
等しく、かつ先端線路６ｅの先端の向きがＸ軸正方向に統一されているため、各パッチア
ンテナ１の電極部１ｂには、同位相の電流が同方向に同量だけ電磁結合給電される。
【００５１】
　先端線路６ｅからパッチアンテナ１の電極部１ｂまでの電磁結合給電部における結合イ
ンピーダンスも整合がとられる必要がある。
　本実施形態では、地導体板４におけるスロット７の第１の開口部７ａの配置および開口
形状が適正化されることと、スロット７に第２の開口部７ｂが設けられることと、先端線
路６ｅのスタブ長であるｄｓが適正化されること、とによって、結合インピーダンスの整
合がとられている。
　特に、第１の開口部７ａの両端部において拡幅された第２の開口部７ｂが設けられるこ
とによって、第１の開口部７ａの両端部の外側に、高インピーダンスの領域が形成される
。このため、第１の開口部７ａにおいて、効率的に信号が通過するため、全体として反射
損失が低減される。
【００５２】
　電極部１ｂに給電された電流は、パッチアンテナ１の分割回路パターン１ｄによって各
放射素子１ａに同位相で等分に分割される。
　このようにして、アンテナ装置２０では、各放射素子１ａに同位相で略同方向に電流が
流れる。このため、各パッチアンテナ１から放射される電波のゲインが良好となる。
【００５３】
　このような給電用導体６０の作用を検証するため、第１ブロック配線部６の第２線路６
ｃの中点に直接給電した場合の実施例と、線路長が同じでも先端線路６ｅの向きが異なる
場合の比較例と、電流方向のシミュレーションが行われた。
　以下の数値シミュレーションに用いられた具体的な数値は、上記実施形態において、例
示された数値が用いられている。
【００５４】
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　図８（ａ）には、実施例のアンテナ装置１０１の構成と、シミュレーション結果とが、
図示されている。ただし、図８（ａ）は模式図のため、一部の形状は簡略化されている。
　アンテナ装置１０１は、例えば、アンテナ装置２０における６４個のパッチアンテナ１
を４個のパッチアンテナ１に置き換え、これに対応して給電用導体６０に代えて第１ブロ
ック配線部６および基端配線部３６で構成される給電用導体１０６を備える。その他の構
成は、アンテナ装置２０と同様である。
　アンテナ装置１０１における基端配線部３６は、Ｙ軸方向に延びており、第２線路６ｃ
の中点に接続している。
【００５５】
　図８（ｂ）には、比較例のアンテナ装置１１１の構成と、シミュレーション結果とが、
図示されている。ただし、図８（ｂ）は模式図のため、一部の形状は簡略化されている。
　アンテナ装置１１１は、アンテナ装置１０１の給電用導体１０６に代えて、給電用導体
１２６を備える。給電用導体１２６は、給電用導体１０６の第１ブロック配線部６に代え
て、第１ブロック配線部１１６を備える。
　以下、アンテナ装置１０１と異なる点を中心に説明する。
【００５６】
　第１ブロック配線部１１６は、第１ブロック配線部６のパターンに対して、図示下側の
２つのパッチアンテナ１に給電する第１線路６ｄおよび各先端線路６ｅが、Ｘ軸方向にお
いて反転されている点と、反転された第１線路６ｄと図示上側の第１線路６ｄとが、両端
にインピーダンス整合部６ｂを有する第２線路１１６ｃによって接続されている点と、が
異なる。第２線路１１６ｃは第２線路６ｃよりも線路長が短い。
　給電用導体１２６における基端配線部３６は、第２線路１１６ｃの中点に対向する位置
に形成されており、給電用導体１０６における基端配線部３６よりもＸ軸正方向側に平行
移動されている。
【００５７】
　このような構成のアンテナ装置１０１、１１１に、それぞれ基端配線部３６から給電し
た場合の各パッチアンテナ１に流れる電流および放射パターンがシミュレーションされた
。
　各放射素子１ａにおける電流方向は、アンテナ装置１０１では、図８（ａ）に実線矢印
で示すように、略一定方向（図示の例ではＸ軸正方向）に揃っていた。このため、各パッ
チアンテナ１において、パッチアンテナ１全体として、図示白抜き矢印Ｃ１で示すように
、略同一方向に電流が流れていた。
　これに対して、アンテナ装置１１１では、図８（ｂ）に示すように、図示下側２つのパ
ッチアンテナ１の各放射素子１ａの電流方向はアンテナ装置１０１と同様であったが、図
示上側の２つのパッチアンテナ１の各放射素子１ａの電流方向はアンテナ装置１０１と反
対であった。
　アンテナ装置１１１では、図示白抜き矢印Ｃ１、Ｃ２で示すように、各パッチアンテナ
１に全体として流れる電流の方向は、先端線路６ｅの先端の向きと反対方向になっていた
。
【００５８】
　図９（ａ）、（ｂ）は、実施例および比較例の放射パターンを示すグラフである。図９
（ａ）、（ｂ）において、横軸は仰角θ（度）、縦軸はゲイン（ｄＢｉ）である。図９（
ａ）、（ｂ）において、破線（曲線２０１、２０３）はＸＺ面における全ゲインを、実線
（曲線２０２、２０４）はＹＺ面における全ゲインを表す。ここで、ＸＺ面は電気面（Ｅ
面）であり、ＹＺ面は磁気面（Ｈ面）である。
　実施例のアンテナ装置１０１では、図９（ａ）に示すように、ＸＺ面の放射パターン（
曲線２０１参照）と、ＹＺ面の放射パターン（曲線２０２参照）とは、略同様であった。
θ＝０（度）では、ＸＺ面およびＹＺ面のゲインは最大になっていた。
　これに対して、比較例のアンテナ装置１１１では、図９（ｂ）に示すように、ＸＺ面の
放射パターン（曲線２０３参照）は、θ＝±１８（度）でピークを有する二峰性の放射パ
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ターンになっており、θ＝０（度）にはほとんど電波が放射されなかった。
　また、ＹＺ面の放射パターン（曲線２０４参照）のゲインは、曲線２０３に比べて著し
く低くなった。この理由は、Ｘ軸方向に対向するパッチアンテナ１では、放射素子１ａを
流れる電流の向きが反対になっているため、電波が互いに干渉して互いに打ち消し合って
いるからであると考えられる。
　このように、比較例では、Ｔ字状の分岐配線パターンを有する給電用導体１２６を備え
ていても先端線路６ｅの向きが揃っていないため、アンテナの放射特性が実施例に比べて
著しく劣っていた。
【００５９】
　次に、上記アンテナ装置２０のアンテナ特性について説明する。
　図１０は、本発明の実施形態のアンテナ装置における全ゲインを示すグラフである。図
１１は、本発明の実施形態のアンテナ装置における反射損失（Ｓ１１）を示すグラフであ
る。
【００６０】
　図１０には、ＸＺ面およびＹＺ面の全ゲインのシミュレーション結果が示されている。
図１０において、横軸は仰角θ（度）、縦軸はゲイン（ｄＢｉ）である。図１０において
、曲線２１０（破線）はＸＺ面における全ゲインを、曲線２１１（実線）はＹＺ面におけ
る全ゲインを表す。ここで、ＸＺ面は電気面（Ｅ面）であり、ＹＺ面は磁気面（Ｈ面）で
ある。
　図１０における曲線２１０、２１１に示されたように、アンテナ装置２０では、仰角０
度～±４度の範囲において、ＸＺ面およびＹＺ面とも良好な全ゲインが得られていること
が分かる。
【００６１】
　図１１には、反射損失（Ｓ１１）の周波数特性が示されている。図１１において、横軸
は周波数（ＧＨｚ）、縦軸は反射損失（ｄＢ）である。
　図１１において曲線２１２に示されるように、約５６ＧＨｚから約６４ＧＨｚまでの範
囲において、反射損失が－１０ｄＢ以下になっている。このため、アンテナ装置２０は、
６０ＧＨｚ帯の無線通信用途において良好な反射損失特性を有することが分かる。
【００６２】
　さらに、本実施形態のアンテナ装置２０は、異なる仕様のアンテナ装置を設計する場合
、他の仕様に応じて設計変更を行うことが容易であるため、設計作業の効率に優れる。
　例えば、パッチアンテナ１の数を変更する場合、パッチアンテナ１の個数が、２Ｎ個で
あれば、最適な給電用導体の配線レイアウトを新たに検討することなく、同様な繰り返し
パターンからなるＴ字状の分岐配線パターンを増減することで容易に対応できる。
　例えば、本実施形態では、パッチアンテナ１、放射素子１ａの配列はそれぞれ正方格子
状、略正方格子状であり、先端線路６ｅは法線方向から見て各パッチアンテナ１と所定の
位置関係に配置される。先端線路６ｅを除く線状配線部は、隣り合うパッチアンテナ１の
間の領域においてＸ軸方向またはＹ軸方向に延びるように設ければよいため、配線パター
ンが増加しても配置スペースが不足することもない。
　本実施形態における線状配線部は、本体の線幅を一定とし、分岐点と接続する端部のみ
に所定のインピーダンス整合部を形成することで、リターンロスの少ないインピーダンス
整合が行われる。このため、各線状配線部の設計も容易であり、かつアンテナの小型化が
可能になる。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態のアンテナ装置２０によれば、効率的な設計が可能で
あり、利得（ゲイン）が良好となる。
【００６４】
　なお、上記実施形態の説明では、パッチアンテナ１の個数が、６４個および４個の場合
の例で説明したが、パッチアンテナ１の個数は、２Ｎ個（ただし、Ｎは２以上の整数）で
あればよく、６４個、４個には限定されない。
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【００６５】
　上記実施形態の説明では、４つの放射素子１ａが略正方格子状の矩形格子状に配列され
てパッチアンテナ１が形成され、さらにパッチアンテナ１が正方格子状に配列される場合
の例で説明した。
　しかし、４つの放射素子１ａは第１の方向と第２の方向とにおける配列ピッチがより大
きく異なる矩形格子状に配列されていてもよい。同様に、パッチアンテナ１も正方格子状
の配列には限定されず、矩形格子状に配列されていてもよい。
【００６６】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるこ
とはない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、構成の付加、省略、置換、およびその他の
変更が可能である。
　また、本発明は前述した説明によって限定されることはなく、添付の特許請求の範囲に
よってのみ限定される。
【符号の説明】
【００６７】
１…　パッチアンテナ，１ａ…放射素子，１ｂ…電極部，１ｃ…配線部，１ｄ…分割回路
パターン，２…第１の誘電体層，２ａ…第１面（第１の表面），２ｂ…第２面（第２の表
面），４…地導体板，５…第２の誘電体層，６０、１０６…給電用導体，６ｂ…インピー
ダンス整合部，６ｃ…第２線路６ｃ（線状配線部），６ｄ…第１線路６ｄ（線状配線部）
，６ｅ…先端線路（先端部），７…スロット，１６ａ、２６ａ…第１線路（線状配線部）
，１６ｂ、２６ｂ…第２線路（線状配線部），１６ｃ、２６ｃ…第３線路（線状配線部）
，２０、１０１…アンテナ装置，３６ａ…基端線路，Ｐ…点（給電点）

【図１】
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